
事務事業事後評価シート［平成24年度事業］

事 業 の 担 当 課 企画部政策企画課 ■担当係 被災者支援室

607

評 価 事 業 名 称 災害援護資金貸付金

010100評価事業コード - ■会計区分 一般会計

事 業 の 類 型 05 ソフト事業（任意） ■政策・業務区分 政策

■政策 子育てと医療・福祉の充実した明るく健やかなまちづくり

■基本施策 共に支えあう地域福祉の推進

■施策 地域で支えあう福祉サービスの仕組みづくり

01

04

01

総 合 計 画 で の
位 置 づ け

１．基本情報

法令の根拠区分 法令の実施義務（自治事務）

法 令 等 の 名 称
災害弔慰金の支給等に関する法律、北上市災害弔慰金の支給条例、同規則

関連計画の名称

事 業 の
目 的 と 概 要

日本大震災により、住宅等の損害を受けた世帯主へ生活再建のための資金の貸付をす
る。住宅の半壊、全壊等に被害を受けた世帯主（世帯の所得制限基準による）への貸
付。東日本大震災の場合では、返済の据置期間が６年あるが、小規模個人再生の案件
が発生し、返済開始が１件発生。小規模個人再生案件は想定外の処理であり、弁護士
相談、県協議、事務協議等事務処理に相当時間を費やした。

■

２．細事業の活動実績情報

３．投入コスト情報

直 接 事 業 費

人 件 費

そ の 他 （ 公 債 費 ・
減 価 償 却 費 等 ）

フ ル コ ス ト

4,200

4,200

4

708

712

備考

４．評価指標等の状況

（単位：千円）

■

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

■

■

■

■

■

■

■

細事業
コード

細事業
名称 事業の対象 平成 24 年度事業量実績平成 24 年度事業計画

01 災害援護資
金貸付事務

災害救助法に
よる救助が行
われた自然災
害により、住宅
等の損害を受
けた世帯主

償還事務２回、召喚報告事務２回弁護
士協議：訪問２回、電話数回県協議：訪
問１回、電話多数本人面談：１回

指標
コード

指標名 指標の説明24年度23年度22年度21年度

01 貸付件数 0件3件
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達成状況の分析 問題点・課題等

５．事後評価（「政策」事業類型5・6のみ）

３．国・県・民間との競合関係の有無

類似の事業はない

類似の事業はあるが競合はない

類似の事業があり競合する

８．実施主体の代替性

民間委託等の拡充は難しい

民間委託等の拡充が十分に可能

全部委託や実施主体の移行が可能

４．事業へのニーズの変化

ニーズが高まっている

ニーズは変わらない

ニーズが低下している又は合致しない

１．直接的な受益者の範囲

不特定多数に及ぶ

特定されるが多数に及ぶ

特定少数に限定される

２．事業廃止の影響

大きな不利益やリスクが生じる

ある程度の不利益やリスクが生じる

不利益やリスクは小さい

９．経済性・効率性の向上

今以上の効率化や改善は難しい

効率化や改善を図ることは十分に可能

効率化や改善の余地が大きい

■目標達成状況

Ａ．順調

Ｂ．概ね順調

Ｃ．遅れている

■今後の方向性

Ⅰ．拡充 Ⅳ．民間活用・協働事業化

Ⅱ．継続 Ⅴ．廃止・休止

Ⅲ．縮小・要改善 Ⅵ．完了

補足説明

５．施策の改善需要度（市民意識調査）

順位が高い

順位が中程度

順位が低い

７．他市町村に比較しての優位性

先進的またはユニークな事業である

他と同程度の事業である

遅れている事業である

６．施策の優先度（市民意識調査）

順位が高い

順位が中程度

順位が低い

2/2


